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３ 南部市場の沿革
昭和19年11月 県知事の認可を受け川崎市中央市場（本場）として開設

昭和31年12月 川崎市中央卸売市場として農林大臣の開設許可

昭和32年3月 中央卸売市場として業務開始

昭和57年7月 北部市場の開設に伴い「本場」から「南部市場」に名称変更

平成19年4月 中央卸売市場から地方卸売市場として業務開始

平成23年4月 南側用地への市場施設集約（コンパクト化）による面積変更

平成26年4月 利用料金制による指定管理者制度を導入（当初5年、2年延長）

平成27年2月 青果卸売業者業務廃止（東一川崎中央青果）

平成28年3月 青果卸売業者業務開始（川崎南部青果）

令和3年4月 指定管理業務の更新（令和7年度までの5年間）

２ 南部市場の現況（令和5年10月1日現在 ※売買参加者のみ9月1日現在）
名 称 川崎市地方卸売市場南部市場
所 在 地 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1
最 寄 駅 JR南武線「尻手駅」（約0.3km）
敷 地 面 積 ／ 延 床 面 積 32,224㎡ ／ 24,396㎡
取 扱 部 門 青果部、水産物部、花き部
用 途 地 域 近隣商業地域
容 積 率 ／ 建 蔽 率 200％ ／ 80％
高 度 地 区 ／ 最 高 高 さ 第3種高度地区 ／ 20m
卸 売 業 者 3社（内訳：青果部1社、水産物部1社、花き部1社）
仲 卸 業 者 13社（内訳：青果部3社、水産物部9社、花き部1社）
売買参加者／関連事業者 225人／18社
そ の 他 市地域防災計画において救援物資等の「市集積場所」に指定

１ 南部市場の今後の運営方針に係る検討について
(1) 南部市場は、本市初の「市営卸売市場」として、第2次世界大戦下の昭和19年度に、川崎市中央市場（本場）として開設した。
(2) 南部市場では、市場取扱量が減少傾向にある中、市場運営の効率化を目的に、これまで市場施設の集約化や指定管理者制度を導入してきたものの、老朽化等に伴う施設整

備、繰入金等による恒常的な財源充当等の課題がある。
(3) 現行の指定管理期間及び卸売市場経営プラン改訂版を始めとした庁内計画の計画期間が令和7年度末で終了することから、南部市場の抱える課題等を踏まえ、今後の運営

方針について検討を進めており、令和6年度の「(仮称)川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向け、附属機関への諮問を行う。

「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた諮問について

４ 庁内計画における位置づけについて
(1) 「川崎市卸売市場経営プラン改訂版」(令和元年6月) 

ア 市場の必要性の整理
(ｱ) 商取引の変化や情報通信技術の発達により、食品取引の形態が変化したとしても「大量の食品を集荷して分荷する」という物流拠点機能は将来に亘り不変
(ｲ) 本市市場においては、154万人の食を支える社会インフラ及び災害時のライフラインとしての役割を担っており、一定の公共関与の下、将来に亘る確実な機能維持が必要

イ 本市卸売市場の将来像
(ｱ) 最大限民間活力の導入を図りながら最小限の公の経費負担により、安全安心な生鮮食料品を市民に安定的に供給し続けている
(ｲ) 首都圏全体の生活を支えるインフラとして、近隣都市と連携しながら一定の公共関与の下に運営がなされている
(ｳ) 災害時の災害対応拠点としても機能し続け、安全安心な市民生活を支えている

ウ 南部市場のビジョン
「地域密着型食品流通の拠点」（4つの「施策の方向性」、7つの「基本目標」、20の「基本施策」）

(2) 行財政改革第3期プログラム（令和4年3月）
取組の方向性：南部市場における指定管理者制度の導入効果を検証し、現在の指定管理期間終了後の運営方針を検討します。

資料１
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５ 南部市場の業務状況
(1) 卸売業者

南部市場における卸売業者3部門（青果部・水産物部・花き部）の合計取扱金額は平成3年の約246億円をピークに減少し続けていたが、平成27年の約48億円を境に近年は
右肩上がりで上昇し、最新の令和4(2022)年では約127億円となっている。
ア 青果部
(ｱ) 平成26年まで取扱数量・金額ともに減少傾向が続き、平成27年には卸売業者が撤退したため大幅に減少した。
(ｲ) 平成28年に新たな卸売業者が業務を開始し、大手スーパーへの販売量が増えたこと等により近年は取扱数量・金額

共に増加している。
イ 水産物部
(ｱ) 平成29年頃まで減少傾向が続いていたが、大手スーパーへの販売量が増えたこと等により近年は取扱数量・金額共

に増加している。
ウ 花き部
(ｱ) 平成5年に一度ピークを迎えた後に、平成17年まで減少傾向にあった。
(ｲ) 南北両市場で業務を行う卸売業者が、南部市場を加工拠点として機能強化したこと等により取扱数量・金額共に

増加し、かつてのピークを上回り、増加を続けている。

(2) 仲卸業者
ア 青果部
(ｱ) 平成30年から令和4年までの5年間の「直荷引き」(※)による取扱金額は概ね30億円で推移しており、卸売業者と

同程度である。
(ｲ) 「直荷引き」については、主に他市場（大田市場や豊洲市場、横浜本場、世田谷市場等）から調達している。

イ 水産物部
(ｱ) 令和元年までは概ね3億5千万円程度で推移していたが、令和元年後半に仲卸業者の交代により新規業者が参入

したことにより、「直荷引き」の取扱金額が増加した。
※直荷引き：生鮮食料品等を当該卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れること。

「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた諮問について
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６ 南部市場の現状・課題①
(1) 施設の老朽化等に伴う課題

ア 令和4年度までの施設整備経過
既存施設は昭和40〜50年代に整備された建物が多く、老朽化等が進んでおり、機能維持や耐震補強に要した費用は、平成19年度〜令和4年度の累計額で約24億6千万

円に上る。
イ 今後想定される整備費

当面の機能維持や耐震補強に要する費用は、令和5年度〜令和9年度の今後5年間において、年間当たり8千万円程度と見込まれており、加えて、抜本的な施設の老朽化
の課題対応には多額の整備費を要することが想定されている。

(2) 繰入金等による恒常的な財源充当の課題
ア 平成26年４月に利用料金制による指定管理者制度を導入したことで、人件費及び施設維持管理費（250万円以下の修繕費等）が削減され、年間約3,500万円の市場会

計改善につながった。
イ 一方で、過去の施設整備に伴う公債費負担及び250万円を超える修繕費等に対しては、市の負担（一般会計繰入金及び北部市場の市場使用料による財源充当）を継続

する必要があり、自立的な運営が困難な構造となっている。

(3) 卸売業者及び仲卸業者の取引構造に関する課題
ア 南部市場における卸売業者が取扱う品物について、令和3年の青果では99％、水産物では74％が、特定の大手スーパー向けに販売されており、仲卸業者への販売が少ない状

況にある。
イ 青果部の仲卸業者については、卸売業者と同程度の取扱金額となっているが、卸売業者からの調達が十分にできておらず、いわゆる「直荷引き」により、他市場等、卸売業者

以外のルートから調達している状況となっている。
(4) 施設（駐車場等）不足の課題

ア 青果部を中心に取扱数量の増加に伴い、荷捌きスペース及び早朝の繁忙時間帯における大型車の駐車（待機）スペース、従業員用駐車場（屋上）等、市場全体として駐
車スペースや荷捌きスペースが不足している状況にある。

イ 大型車の駐車（待機）スペース不足により、通路や買出人用駐車場にトラックが溢れ、特に早朝の繁忙時間帯には構内通路が塞がってしまう等の弊害も出ている状況にある。

「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた諮問について

平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
財源充当額（百万円） 176 140 177 99 96

卸売業者事務所棟青果・花き・関連の売場を覆う大屋根 定温倉庫 西側棟

4



６ 南部市場の現状・課題②
(5) 時代の変化に伴う消費者ニーズの変化への対応に関する課題

ア 加工・調製・パッケージ済みの商品の需要増への対応
国内消費における加工品の占める割合及び中食の市場規模が増加し、市場としても中食市場を支える加工・調製・パッケージ等への対応が求められている中、南部市場には、

これら施設・設備が未整備の状況にある。
イ 低温管理等、品質管理の需要増への対応

消費者及び量販店等のニーズに合わせ、コールドチェーン(※)に代表される品質管理の向上及び食の安全・安心の確保に向けた取組が
求められている中、南部市場では、低温管理等への対応は一部施設のみであり、対応が十分にできていないのが現状である。

※コールドチェーン：低温管理が必要な製品を冷蔵・冷凍した状態で最終消費地まで配送する方式

(6) 災害時の支援物資拠点機能としての課題
ア 南部市場は、「大型トラック向けの動線がある」、「荷捌きに必要なフォークリフト等の資機材を確保しやすい」等、災害対応に適した環境等があることから、本市において「市集積

場所」として位置付けている。
イ 「市集積場所」としての位置付けは、開場時に想定されていたものではなく、社会情勢が変化する中で生じたものであるため、「電気等のインフラが長時間途絶えた中で支援物資

の荷捌き等を行う環境の確保」や、「支援物資の保管・荷捌きに係る業務と、早期復興に必要な食品流通業務（卸売業者等の本来業務）の併存・同時進行」等、支援物資
の取扱いに関する課題がある。

「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた諮問について

７ 今年度のこれまでの主な取組内容
(1) 場内事業者への意見聴取・調整

ア 場内事業者との協議経過
南部市場の必要性、将来ビジョンや、それを踏まえた具体的な取組に関して、場内事業者の意見を記載した「南部市場のめざす姿に関する場内事業者の考え方」を取りまと

めるための協議等を月1〜2回程度実施した。
イ アンケート調査及びヒアリングの実施

事業者の個別の状況や、南部市場に対して感じている課題、意見等を把握するため、アンケート調査を実施した上で、ヒアリングを行った。
ウ 場内事業者からの主な意見・要望

場内事業者からは、施設設備や機能面の充実強化を求めるものや、市場の活性化に向けた取組などについて、様々な意見や要望を伺った。主なものは次のとおり。
(ｱ) 消費者ニーズの変化に対応するため、加工・パッケージ機能等を強化し、市民等に求められる市場を目指す
(ｲ) 衛生環境（コールドチェーン対応や冷凍・冷蔵機能等）の充実による生産者及び消費者からの信頼を得ることで、品揃えの充実や市場活性化につなげる
(ｳ) 地域に開かれた市場・地域に求められる市場とするため、地域貢献につながる取組の充実を図る（子ども食堂への食材提供や調理教室等の開催による食育活動など）
(ｴ) 「いちばいち」や「食鮮まつり」、「マルシェ」などの開催を通した「美味しさ」「楽しさ」「集いの場」の提供による「食」の情報発信拠点として集客を図る（賑わいの創出）
(ｵ) 北部市場への機能移転については、位置的な状況から難しく、現在の場所での事業継続を求める

(2) 南部市場の運営方針に関する検討
ア 既存建築物等の現況整理

場内各施設・設備の老朽化状況、解体費用、耐用年数等の整理
イ 検討モデル構築に向けた整理

実現可能性の検討に必要な簡易的なモデルの比較・分析

閉鎖型の水産仲卸売場
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８ 今後の進め方
(1) 諮問の考え方

卸売市場を取り巻く環境や南部市場を取り巻く状況（現状と抱える課題、今後の方向性等）を踏まえ、南部市場の必要性について検討いただくとともに、その検討を踏まえて
「南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた基本的な考え方について、答申をいただく。

(2) 審議会の進め方
審議会に対して「南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた基本的な考え方についての諮問を行い、専門的知見を有する委員で構成される部会において具体的な検討

を行う。なお、部会における検討は、3回を予定しており、令和6年6月に答申をいただく予定。
ア 第1回部会：南部市場の必要性について
イ 第2回部会：第1回部会の検討を踏まえた「南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた基本的な考え方について
ウ 第3回部会：答申(案)について

(3) 想定スケジュール
「南部市場の今後の運営方針」を令和6年度中に策定する予定としており、下記の想定スケジュールを考えている。

「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営方針(案)」の策定に向けた諮問について

令和5年度 令和6年度 令和7年度以降

11月 12月 1月 2月 3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月

附
属
機
関

庁
内

調
整

議
会

場
内

事
業
者

● 部会
（審議①）

諮
問

パブコメ
等

● 部会
（審議②）

● 部会
（審議③）

● 審議会 ● 審議会

● 総務委員会 ● 総務委員会 ● 総務委員会

定期的な意見交換・情報共有（月1〜２回程度）

運営方針に基づく
取組の推進

必要な庁内手続の推進

答
申

運
営
方
針

策
定

運
営
方
針

(

案)

策
定

部会での審議に当たって考慮する事項 内容

全国の卸売市場や食品流通を取り巻く環境 全国の地方卸売市場の現状や社会情勢の変化、「物流2024年問題」、卸売市場法の改正

南部市場の概況 南部市場の概要・沿革や立地環境、運営概要、業務状況、市民等への開放状況、現状・課題等

川崎市卸売市場経営プラン改訂版について 概要、プラン改訂版における南部市場の位置付け

南部市場の建物等の現況整理 建物等の基礎データの整理、維持管理・運営上の課題

南部市場の今後の方向性の検討 場内事業者への意見聴取・調整の状況、今後の方向性について必要な整理事項

● 審議会
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